
バ ス
トク 制度実施中！！

～湖東圏域公共交通活性化協議会～バスをもっと身近に！～

おトクな特典がもらえます！

※三津屋線、彦根駅市立病院線、彦根県立大学線、旭森循環線、河瀬線
　ブリヂストン線、南彦根県立大学線、多賀線

１ 主に彦根市内を運行する路線バス　を利用してお出かけします。

２ バス降車時に運賃箱付近に設置された
「バストクチケット」（回数券サイズ）を切り取ります。

３ チラシ裏面・ポスター等に掲載の「バストク制度協賛店舗」を
チェックします。

４ 「バストク制度協賛店舗」で「バストクチケット」を提示します。

※

201１年2月28日まで有効

201１年2月28日まで有効

◆期間中に本券をバス車内のチラシ・ポスター、彦根市ホームページ等に

　　掲載された「バストク制度協賛店舗」にお持ちください。

◆期間中に本券をバス車内のチラシ・ポスター、彦根市ホームページ等に

　　掲載された「バストク制度協賛店舗」にお持ちください。
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公共交通の利用促進

地域の活力増進

路線バスに乗って「バストク制度協賛店舗」に来店して
「バストクチケット」を提示すると、商品割引などのおトクな特典が
受けられる制度です。この取組によって「バスの利用促進」と
「地域の活力増進」をめざします。

バストク制度ってなぁに？ バストク制度の利用方法

「バストク制度協賛店舗」になると、バスを応援するお店・事業所として、店名や優待内容がキャンペーンチラシや彦根市等のホームページに掲載される他、
路線バス内での提示も行われるため、市内外からの来客が見込まれるなど、PR効果が期待できます。
詳しくは彦根商店街連盟事務局　彦根市中央町３－８　TEL：0749-22-7303　FAX：0749-27-0134   までお問い合わせください。

　「バストク制度協賛店舗」を募集しています！


